
 

  

 平成３０年３月末にて介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービ

スにおける事業所の「みなし指定」が終了します。河内長野市に更新申請をしていただい

た事業所につきましては、平成３０年４月から、河内長野市が、独自に指定したサービス

事業所として、上記のサービスを提供していただくこととなります。これに伴い、前年度

と請求等について下記のとおり一部変更となりますので、ご留意いただきますようよろし

くお願いします。 

 

①利用対象者について 

 河内長野市が指定する介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス

について、提供できる対象者は「河内長野市の被保険者」に限ります（住所地特例者は除

く）。他市被保険者に対してサービスを提供する場合は、当該市の指定が必要となりますの

でご注意ください。 

＜サービス提供の可否＞ 
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※ただし、住所地特例対象者については、施設所在地市町村から指定を受けていれば提供

可能です。 

 

②報酬請求に使用するサービスコードの変更について 

 平成２９年度に使用していたＡ１・Ａ５のサービスコードが使用できなくなります。平

成３０年度からはＡ２・Ａ６のサービスコードをご使用ください。 

 平成30年3月末まで 平成 30年 4月から 

介護予防訪問介護相当サービス Ａ１  

介護予防通所介護相当サービス Ａ５  

平成３０年度以降の総合事業サービスにおける留意事項について 



③地域区分について 

 河内長野市の指定を受けた事業所において、地域区分は施設所在市町村ではなく、指定

を受けた市町村の地域区分を使用することとなります。河内長野市の被保険者に対し、サ

ービスを提供する場合は河内長野市の地域区分（６級地）にて算定していただくようご注

意ください。 

 

 
河内長野市の被保険者に 

総合事業サービスを提供 

他市町村の被保険者に 

総合事業サービスを提供 

（※当該市からの指定が必要） 

河内長野市内に所在

する事業所 

河内長野市の総合事業のサービ

スコードで請求 

地域区分：本市の地域区分 

 

他市町村の総合事業のサービス

コードで請求 

地域区分：他市町村の地域区分 

（例）５級地の場合 

訪問 10.70 円(1 単位) 

通所 10.45 円(1 単位) 

河内長野市以外に所

在する事業所 

※ただし、住所地特例対象者の場合は、施設所在地の市町村が実施する総合事業のサービ

スを利用するため、施設所在地の市町村の地域区分となります。 

 

 

 

 

 

 

 


